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第１章   計画の概要 
 

 

１  「障害福祉計画」「障害児福祉計画」とは 

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下「障害者総合支援法」という。）第 88条の規定に基づき、国の基本指針

に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確

保に関する障害福祉計画を策定することが義務付けられています。 

本市では、これまで平成 18年度から平成 20年度までの 3ヶ年を計画期間と

する第１期から平成 30 年度から令和 2 年度までの第 5 期までを策定し、各種

施策を実施してきました。 

また、児童福祉法の改正により、障害のある児童の福祉サービスや相談支援

の提供体制の確保に関する障害児福祉計画を策定することが義務付けられた

ことから、第 5期障害福祉計画に合わせて第 1期障害児福祉計画を策定し、各

種施策を実施してきました。 

 

２  計画策定にあたっての基本的な考え方 

第 6期沼津市障害福祉計画及び第 2期沼津市障害児福祉計画（以下「本計画」

という。）は、障害者基本法に基づき策定された、「だれもが自分らしく お互

いを思いやり ともに生きるまち ぬまづ」を基本理念とする沼津市障害者計

画を踏まえ、障害のある人が、住み慣れた地域で豊かに安心して暮らせる共生

社会をつくるために、必要とされる障害福祉サービス等に関する実施計画とし

て位置づけられるものです。 

本計画では、以下の７つの基本方針と本市におけるこれまでの実績や現状を

踏まえ、令和 5年度を目標年度とする障害福祉サービス等の提供体制の確保に

係る成果目標及び成果目標を達成するために必要なサービス量の見込み（活動

指標）を設定し、障害のある人の地域生活、社会生活を総合的に支援していく

体制づくりを目指します。 

 

 

 

 

 



 
2 

（１）障害のある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援             

障害のある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、

自立と社会参加の実現を図るため、障害福祉サービス及び相談支援、地域生活

支援事業の提供体制の整備に努めます。 

 

（２）障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施           

障害のある人が、生活を営む地域で障害福祉サービスを受けることができる

よう、身体・知的・精神の障害並びに難病等の障害種別によらない一元的なサ

ービス提供に努めます。 

 

（３）さまざまな課題に対応したサービス提供体制の整備       

障害のある人の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生

活の継続の支援、就労支援といったさまざまな課題に対応した障害福祉サービ

スの提供体制の整備に努めます。 

 

（４）地域共生社会の実現に向けた取組               

地域の住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域や暮らし、

生きがいをともに創り高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた取

組の推進に努めます。 

 

（５）障害のある児童の健やかな育成の支援             

障害のある児童及びその家族に、早期の段階から支援できるよう、障害児通

所支援等サービス提供体制の充実を図るとともに、障害のある児童のライフス

テージに沿って、保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関と連

携し、切れ目のない支援を提供する体制の整備に努めます。 

 

（６）障害福祉を担う人材の確保                  

障害のある人の重度化、高齢化が進む中においても、安定的に障害福祉サー

ビス等が提供できる体制を担う人材の確保、育成のために、専門性を高めるた

めの研修の実施や関係機関の連携等の取組の推進に努めます。 

 

（７）障害のある人の社会参加を支える取組             

障害のある人の多様なニーズを踏まえ、文化芸術活動やスポーツ等、障害の

ある人の個性や能力の発揮、社会参加の促進に資する取組の推進に努めます。 
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３  計画の期間 

本計画の実施期間は、令和 3年度から令和 5年度までの３年間とします。 

 

４  計画の推進 

本計画は、障害のある人の生活に必要な障害福祉サービス等の提供の確保、

支援体制の整備に向けて推進されるものであり、進捗状況を確認しながら取組

を進めていくことが必要です。 

そのため、定期的に調査・分析及び評価を行い、関連施策の動向も踏まえな

がら、沼津市障害者自立支援協議会等に意見を求める等、計画の着実な推進に

努めます。
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５  障害福祉サービスの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自立支援医療 

・更生医療・育成医療 

・精神通院医療 

訪問系サービス 

・居宅介護 

・重度訪問介護 

・同行援護 

・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

日中活動系サービス 

・生活介護 

・自立訓練(機能･生活) 

・就労移行支援 

・就労継続支援(Ａ型･Ｂ型) 

・就労定着支援 

・療養介護 

・短期入所(ショートステイ) 

補装具 

障害福祉サービス 

障害者・児 

相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、 

地域活動支援センター、手話奉仕員養成事業、成年後見人制度利用支援事業等 

広域支援・人材育成等 

静岡県 

地域生活支援事業 

相談支援 

・計画相談支援 

・地域相談支援 

(地域移行･地域定着) 

児童福祉法（障害児） 

障害児通所給付 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

障害児相談支援給付 

・障害児相談支援 

障害者総合支援法 

障害児入所支援 

静岡県 

居住系サービス 

・自立生活援助 

・共同生活援助 

(グループホーム) 

・施設入所支援 

医療的ケア児に対する 

コーディネーターの配置 
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第２章   令和 5年度末の成果目標 
 

 

障害のある人が、自ら選択した場所での自立した日常生活及び社会生活を営

むことを目的として、障害福祉サービス、相談支援及びその見込量確保のため

の成果目標を設定し、その達成を目指して取り組みます。 

 

１  福祉施設入所者の地域生活への移行 

福祉施設に入所している障害のある人が、自立訓練事業等を利用し、グルー

プホームや一般住宅での生活に移行できるよう、これまでの実績及び地域の実

情を踏まえて設定します。 

 

項目 数値 

令和 2年度末現在の施設入所者数（Ａ） 256人 

令和 5年度末現在の施設入所者数（Ｂ） 244人 

施設入所者の減少数（Ａ）-（Ｂ） 12 人 

令和 3 年度から令和 5 年度末までに施設を退所した

人のうち、地域移行した人の累計 
16 人 

 

 

２  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神に障害のある人が、地域の一員として安心して生活することができるよ

う、医療、福祉、住まい、社会参加（就労等）、地域、教育等、包括的に支援す

る地域包括ケアシステムの構築を目指して、保健、医療、福祉関係者による協

議の場を通じて、重層的な連携による支援体制の確保を図ります。 

 

    

     

 

  



 
6 

３  地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

障害のある人の重度化、高齢化や「親なき後」を見据え、障害のある人が住

み慣れた地域で安心して生活できるよう、「地域生活への移行や親元からの自

立等に係る相談」、「一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び

場の提供」、「ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対

応体制の確保」、「人材の確保・養成・連携等による専門性の確保」、「サービス

拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくり」の五つの

機能を有する地域生活支援拠点等について、基幹相談支援センターを中核とし

てそれぞれの機能の充実を図ります。 

 

 

４  福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設利用者のうち就労移行支援事業などを通じて一般就労に移行する

者と就労定着支援事業を利用する者の目標値を、これまでの実績及び地域の実

情を踏まえて設定します。 

 

項目 設定の考え方 
令和元年度 
実績値 

目標値 

一般就労移行者数 令和 5年度中の一般就労移行者数 10 人 17 人 

一般就労移行者の

うち就労定着支援

事業の利用者割合 

令和 5年度の一般就労移行者のうち就労 

定着支援事業の利用者割合 
0 人 12 人 

 

 

項目 目標値 

就労定着支援事業所の 

就労定着率 

就労定着支援事業所のうち、就労定着率が 8割以上の事業所を 

全体の 7 割以上とする。 
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５  障害児支援の提供体制の整備等 

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築と保育所

等訪問支援により、障害のある児童の地域社会への参加・包容を推進するとと

もに、重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるよう事業所を確保しま

す。また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、

保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置し、医療的ケア児

等に関するコーディネーターの配置を図ります。 

 

 

項目 設定の考え方 現状 

児童発達支援センターの設置 
令和 5年度末までに、児童発達支援

センターを１か所以上設置 
設置済み 

保育所等訪問支援の体制の構築 
令和 5年度末までに、保育所等訪問

支援を利用できる体制を構築 
構築済み 

主に重症心身障害児を支援する 
児童発達支援事業所及び放課後等 
デイサービス事業所の確保 

主に重症心身障害児を支援する児童

発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所を確保 

確保済み 

医療的ケア児支援のための協議 

の場の設置 

令和 5年度末までに、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係機関

が連携を図るための協議の場を設置 

設置済み 

 

 

６  相談支援体制の充実・強化 

基幹相談支援センターを中核とした重層的な相談支援体制の構築、沼津市

障害者自立支援協議会を通じた関係機関との課題共有や解決策の検討等を行

い、相談支援体制の充実、強化を図ります。 

 

 

７  障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析し、その結果

を活用して関係機関と課題共有を行う等、サービス提供事業所の適正な運営

に資する取組を行う体制の構築を図ります。 
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第３章   障害福祉サービス等の見込量 
 

 

第 2章に掲げた令和 5年度における成果目標の達成を目指し、令和 3年度か

ら令和 5年度までの各年度における障害福祉サービス等の種類ごとに必要な見

込量を設定します。 

 

１  障害者総合支援法に規定されるサービス 

（１）訪問系サービス                                             

① 居宅介護 

障害のある人に対し、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、

洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般

にわたる支援を行います。 

 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者、重度の知的障害、精神障害により行動上著しい困難を

有する障害のある人であって、常時介護を要するものに対し、居宅において入

浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関

する相談及び助言その他の生活全般にわたる支援、外出時における移動中の介

護を総合的に行います。 

 

③ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害のある人に対し、外出時に

おいて、当該障害のある人等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、

移動の援護その他外出する際の必要な支援を行います。 

 

④ 行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある人で常

時介護を要するものに対し、当該障害のある人が行動する際に生じ得る危険を

回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等

の介護その他の必要な支援を行います。 
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⑤ 重度障害者等包括支援 

常時介護を要する障害のある人であって、意思疎通を図ることに著しい支障

があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害

又は精神障害により行動上著しい困難を有するものに対し、居宅介護、重度訪

問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。 

 

サービスの見込量 

（1月当たり） 

         年度 
サービス名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

居宅介護 
重度訪問介護 
同行援護 
行動援護 
重度障害者等包括支援 

4,208 時間 4,512 時間分 4,626 時間分 4,740 時間分 4,854 時間分 

225人 241人 247人 253人 259人 

 

 

（２）日中活動系サービス                                         

① 生活介護 

常時介護を要する障害のある人に対し、主に日中に、入浴、排せつ及び食事

等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他

の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供その他の身体

機能又は生産能力の向上のために必要な援助を行います。 

 

② 自立訓練（機能訓練） 

身体に障害のある人又は難病等対象者に対し、障害者支援施設・障害福祉サ

ービス事業所において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、

生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。 

 

③ 自立訓練（生活訓練） 

知的又は精神に障害のある人に対し、障害者支援施設・障害福祉サービス事

業所において、入浴、排せつ及び食事等に関する相談及び助言、その他の必要

な支援を行います。 
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④ 就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障害のある人で、一般の事業所に雇用されるこ

とが可能と見込まれるものに対し、生産活動、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練、求職活動に関する支援を行います。 

 

⑤ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な障害のある人に対し、就労機会の提供や生産活

動に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

⑥ 就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般の事業所に雇用された障害のある人等が、

職場に定着できるよう、事業所、障害福祉サービス事業所、家族等との連絡調

整等の支援を一定期間にわたり行います。 

 

⑦ 療養介護 

医療と常時介護を要する障害のある人に対し、主に日中に、病院において行

われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常

生活上の支援を行います。 

 

⑧ 短期入所（ショートステイ） 

自宅で障害のある人を介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設等に

短期間入所し、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他必要な支援を行いま

す。 
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サービスの見込量 

（１月当たりの人数及び延べ利用日数） 

      年度 
サービス名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

生活介護 
456人 476人 484人 492人 500人 

9,344 日分 9,724 日分 9,895 日分 10,066 日分 10,237日分 

自立訓練 
（機能訓練） 

0 人 1 人 2 人 2 人 2 人 

0 日分 17 日分 34 日分 34 日分 34 日分 

自立訓練 
（生活訓練） 

7 人 18 人 19 人 20 人 21 人 

152日分 339日分 356日分 373日分 390日分 

就労移行支援 
39 人 48 人 53 人 58 人 63 人 

751日分 922日分 1,017 日分 1,112 日分 1,207 日分 

就労継続支援 
（Ａ型） 

159人 177人 180人 182人 184人 

3,292 日分 3,652 日分 3,712 日分 3,752 日分 3,792 日分 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

469人 505人 536人 567人 598人 

8,319 日分 8,967 日分 9,525 日分 10,083 日分 10,641日分 

就労定着支援 7 人 10 人 10 人 15 人 20 人 

療養介護 20 人分 21 人分 22 人分 23 人分 24 人分 

短期入所 
（福祉型） 

31 人 42 人 50 人 52 人 54 人 

270日分 347日分 403日分 417日分 431日分 

短期入所 
（医療型） 

11 人 11 人 11 人 11 人 11 人 

37 日分 37 日分 37 日分 37 日分 37 日分 

 

 

（３）居住系サービス                                             

① 自立生活援助 

施設入所支援や共同生活援助等を利用していた障害のある人や居宅で生活

する障害のある人に対して、定期的な巡回訪問や随時の対応により、利用者の

状況を把握し、必要な情報提供や相談、関係機関との連絡調整等、居宅での自

立した日常生活のための環境整備に必要な支援を行います。 
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② 共同生活援助（グループホーム） 

障害のある人に対し、主に夜間に、共同生活を営むべき住居において、相談、

入浴、排せつ又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 

 

③ 施設入所支援 

施設に入所した障害のある人に対し、主に夜間に、入浴、排せつ及び食事等

の介護、生活等に関する相談や助言、その他の必要な日常生活上の支援を行い

ます。 

 

サービスの見込量 

（1月当たり） 

     年度 
サービス名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

自立生活援助 0 人 1 人 5 人 6 人 7 人 

共同生活援助 125人 131人 137人 143人 149人 

施設入所支援 256人 259人 256人 250人 244人 

 

 

（４）相談支援                                                   

① 計画相談支援 

障害のある人が利用する障害福祉サービスの内容等を定めたサービス利用

計画を作成します。また、定期的に計画の見直しを行います。 

 

② 地域相談支援（地域移行支援） 

障害者支援施設に入所している障害のある人、又は精神科病院に入院してい

る精神に障害のある人等、地域における生活に移行するために重点的な支援を

必要とする人に、住居の確保や地域生活移行のための活動に関する相談、その

他必要な支援を行います。 

 

③ 地域相談支援（地域定着支援） 

居宅において単身等で生活する障害のある人に、常時の連絡体制を確保し、

障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、その他必要な支援を行いま

す。 
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サービスの見込量 

（1年当たり） 

            年度 
事業名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

計画相談支援 1,462 人 1,470 人 1,490 人 1,510 人 1,530 人 

地域相談支援（地域移行支援） 0 人 1 人 2 人 2 人 2 人 

地域相談支援（地域定着支援） 0 人 1 人 2 人 2 人 2 人 

 

 

（５）見込量確保のための方策                                     

○ 訪問系サービスについては、利用者のニーズに応じたきめ細かいサービスを

提供できるよう、サービス提供事業者と連携し、必要量の確保や質の向上に努

めます。 

○ 日中活動系サービスについては、利用者数や利用量の増加が見込まれるため、

就労支援事業所等と連携して利用見込みを継続的に踏まえつつ、サービス提供

事業所の新規開設の促進を図ります。また、短期入所については、障害のある

人が地域で安心して生活できるよう、サービス提供事業所や相談支援事業所と

連携して、緊急時の対応等の支援体制の構築を図ります。 

○ 居住系サービスについては、強度行動障害等の障害の特性に応じたグループ

ホームをはじめ、グループホームのニーズが高まっており、施設入所者の地域

移行を促進するうえでも重要な役割を担うことから、市内の法人等関係機関と

連携して、サービス提供事業所の新規開設の促進を図ります。また、グループ

ホームの新規開所のためには、自治会をはじめ地域住民の理解や見守りが不可

欠であることから、障害のある人や障害特性、社会的障壁の解消についての理

解の促進に努めます。 

○ 相談支援については、障害のある人の個々の状況に応じた相談ができるよう、

基幹相談支援センターを中心として相談支援事業所と連携し、相談支援体制の

強化を図ります。また、沼津市障害者自立支援協議会と連携し、相談支援従事

者の資質向上のための研修を実施するなど、相談支援の質の向上に向けた取組

を行います。 
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２  児童福祉法に規定されるサービス 

（１）障害児に係るサービス                                      

①  児童発達支援 

就学前の障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生

活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 

  

② 医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要

であると認められた障害のある児童に、児童発達支援及び治療を行います。 

 

③ 放課後等デイサービス 

就学している障害のある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、

生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を

行います。 

 

④ 保育所等訪問支援 

保育所等に通う障害のある児童に、保育所等を訪問し、障害のある児童以外

の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行い

ます。 

 

⑤ 居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等の状態にあって、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課

後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障害のある児

童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練、その他必要な支援を行います。 

 

⑥ 障害児相談支援 

障害児通所支援を利用するにあたって必要となる障害児支援利用計画を作

成します。また、定期的に利用状況等を検証し見直しを行います。 
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⑦ 医療的ケア児に対するコーディネーターの配置 

人工呼吸器を装着している障害のある児童や日常生活を営むためにその他

の医療を要する状態にある障害のある児童、重症心身障害児（医療的ケア児）

が地域で安心して生活を送れるよう、支援が適切に行える保健、医療、福祉、

教育等の関係機関等の連携を構築するための協議の場を設置し、医療的ケア児

の支援に関して現状把握・分析、連絡調整、支援内容の協議等を行うコーディ

ネーターを配置します。 

 

サービスの見込量 

（1月当たり） 

      年度 
サービス名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

児童発達支援 
63 人 66 人 71 人 76 人 81 人 

695日分 737日分 807日分 877日分 947日分 

医療型児童発達支援 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

0 日分 0 日分 0 日分 0 日分 0 日分 

放課後等デイサービス 
280人 347人 380人 413人 446人 

3,214 日分 3,884 日分  4,214日分 4,544 日分 4,874 日分 

保育所等訪問支援 
2 人 7 人 10 人 13 人 16 人 

2 日分 17 日分 26 日分 35 日分 44 日分 

居宅訪問型児童発達
支援 

0 人 1 人 3 人 5 人 5 人 

0 日分 23 日分 69 日分 115日分 115日分 

 

（1年当たり） 

      年度 
サービス名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

障害児相談支援 405人 420人 435人 450人 465人 

 

（1年当たり） 

      年度 
サービス名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

医療的ケア児に対す
る関連分野の支援を
調整するコーディネ
ーターの配置人数 

0 人 0 人 1 人 1 人 1 人 
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（２）見込量確保のための方策                                    

○ 就学前の障害のある児童については、早期に適切な支援につなぐことが重要

であるため、個々のニーズに応じたきめ細かいサービスを提供できるよう、サ

ービス提供事業者と連携し、必要量の確保や質の向上に努めます。 

○ 放課後等デイサービスについては、利用者数や利用量の増加が見込まれるた

め、関係機関と連携して、サービス提供事業所の新規開設の促進に努めます。

また、 

○ 障害のある児童の相談支援については、早期の段階での支援につなぐため、

基幹相談支援センターを中心として障害児相談支援事業所と連携し、相談支援

体制の強化を図ります。また、障害児支援利用計画の作成体制の確保のため、

障害児相談支援事業所の新規設置の促進に努めます。 

〇 重症心身障害児を支援する人材の養成に努めるとともに、重症心身障害児者

等の支援に携わる福祉、医療、保健、教育等の各分野の関係機関及び当事者団

体等から構成される協議の場を設置し、支援体制の充実を図ります。 
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第４章   地域生活支援事業 
 

 

地域生活支援事業は、障害のある人が住み慣れた地域で豊かに安心して暮ら

すことができるよう、地域の実状や利用者の状況に応じて相談支援やコミュニ

ケーション支援等を実施する事業です。 

本市が取り組む地域生活支援事業の内容を定め、事業実施の箇所数及び利用

数等を見込みます。 

 

１  必須事業 

（１）理解促進研修・啓発事業                                     

障害のある人が、日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」の

除去及び共生社会の実現を図ることを目的として、障害のある人や障害特性に

関する地域住民の理解を深めるための研修や啓発（イベントや教室の開催、パ

ンフレットの配布等）を行います。 

 

（２）相談支援事業                                              

○ 障害者相談支援事業 

障害のある人や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、サー

ビスの利用支援、関係機関との連絡調整、その他虐待の防止など権利擁護のた

めの支援を行います。 

 

○ 基幹相談支援センター等機能強化事業 

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、専門的職員を配置すること

により、相談支援機能の強化を図ります。 

 

○ 住宅入居等支援事業 

公営・民間の賃貸住宅への入居を希望している人で、様々な理由から入居が

困難な障害のある人に対し、入居にあたっての支援を行うとともに、家主等へ

の相談・助言などを行います。 
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サービスの見込量 

 

             年度 
事業所箇所数 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

相談支援事業の実施箇所 

（全ての事業を行う事業所数） 
5箇所 5箇所 5箇所 5箇所 5箇所 

 

○ 沼津市障害者基幹相談支援センター 

障害のある人やその家族の相談に応じ、情報提供や助言を行うほか、相談支

援事業所との連絡調整や関係機関との連携、相談支援事業者の人材養成のため

の研修を実施するなど、地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障

害福祉課内に設置しています。 

 

（３）成年後見制度利用支援事業                                  

障害福祉サービス利用等の観点から成年後見制度の利用が有用と認められ

る知的及び精神に障害のある人に、成年後見制度の申立てに要する経費及び後

見人等の報酬の全部又は一部を助成し、制度利用を支援することにより、障害

のある人の権利擁護を図ります。 

 

（４）意思疎通支援事業                                          

聴覚、音声・言語機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人に、

手話通訳、要約筆記者の派遣を行い、コミュニケーション支援を行います。 

 

サービスの見込量 

（1年当たり） 

             年度 
事業名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

専任手話通訳者設置 2 人 2 人 2 人 2 人 2 人 

手話通訳者・要約筆記者派遣      

 
手話通訳者派遣者数 1,116 人 1,000 人 1,010 人 1,020 人 1,030 人 

要約筆記者派遣者数 5 人 5 人 7 人 10 人 10 人 
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（５）日常生活用具給付等事業                                   

障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、介護・訓練支援用具や自立生

活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。 

 

○ 日常生活用具の種類 

種類 種 目 

介護・訓練支援用具 
特殊寝台・特殊マットなど身体介護を支援する用具や、
障害のある児童が訓練に用いる椅子・ベッドなどを給付
します。 

自立生活支援用具 
入浴や食事、移動などの自立した生活を支援するための用

具を給付します。 

在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器・視覚障害者用体重計等在宅療養等を支

援するための用具を給付します。 

情報・意思疎通支援用具 
拡大読書器・人工喉頭など情報収集や情報伝達、意思疎通

等を支援するための用具を給付します。 

排せつ管理支援用具 
ストマ用装具など排せつ管理を支援する衛生用品を給付し

ます。 

居宅生活動作補助用具 
居宅における円滑な生活動作等のための小規模な住宅改修

の費用を一部助成します。 

 

サービスの見込量 

（1年当たり） 

              年度 
種類 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

介護・訓練支援用具 10 件 9 件 10 件 10 件 10 件 

自立生活支援用具 21 件 26 件 32 件 30 件 30 件 

在宅療養等支援用具 32 件 28 件 31 件 30 件 30 件 

情報・意思疎通支援用具 82 件 71 件 79 件 80 件 80 件 

排せつ管理支援用具 4,797 件 5,122 件 5,328 件 5,400 件 5,500 件 

居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 4 件 10 件 7 件 8 件 8 件 
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（６）手話奉仕員養成事業                                         

手話で日常会話を行うのに必要な手話表現技術等を習得した者を養成し、 

意思疎通を図ることに支障がある障害のある人が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるようにすることを目的とし、聴覚に障害のある人との

交流活動を促進し、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成

研修する手話講習会を開催します。 

 

（７）移動支援事業                                               

屋外での移動が困難な在宅の障害のある人に、地域での自立生活と社会参加

を促進するため、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のた

めの外出の支援を行います。 

 

サービスの見込量 

 

 （ヘルパー支援型） 
（1年当たり） 

          年度 
人数・時間 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

実利用者数 131人 128人 133人 132人 131人 

延べ利用時間数 14,110時間 12,174 時間 13,055時間 12,764 時間 12,443時間 

 

（車両支援型） 
（1年当たり） 

          年度 
利用回数 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

延べ利用回数 56 回 57 回 64 回 64 回 64 回 

 

（送迎支援型） 
（1年当たり） 

          年度 
利用回数 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

延べ利用回数 968回 779回 759回 868回 991回 
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（８）地域活動支援センター                                       

障害のある人の日中活動の場として、利用者の状況に応じた創作活動または

生産活動の機会の提供や、日常生活の支援や相談への対応などを行います。ま

た、専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための

調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓

発等の事業を実施します。 

 

サービスの見込量 

 

 

      年度 
事業所箇所数 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

市 内 市 内 市 内 市 内 市 内 

事業所箇所数 2 箇所 2 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 
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２  任意事業 

（１）日常生活支援                                               

① 訪問入浴サービス 

障害のある人の身体の清潔の保持、心身機能の維持等のため、自宅で入浴す

ることが困難な重度障害のある人に、訪問して簡易浴槽による自宅（自室）で

の入浴サービスを実施し、支援を行います。 

 

② 日中一時支援（活動支援） 

障害のある人を日常的に介護している家族等の就労や一時的な休息のため、

障害のある人の日中の活動の場を確保し、日常的な訓練等の支援、一時的な見

守りによる支援を行います。 

 

サービスの見込量 

（1年当たり） 

              年度 
事業名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

重度障害者訪問入浴 
サービス 

実人数 7 人 7 人 7 人 7 人 8 人 

延べ回数 570回 577回 626回 627回 669回 

障害者活動支援 
（活動支援型） 

実人数 8 人 7 人 7 人 8 人 9 人 

延べ回数 455人 374回 424回 441回 459回 

障害者活動支援 
（見守り支援型） 

実人数 135人 132人 133人 136人 139人 

延べ回数 7,072 回 6,342 回 6,417 回 7,232 回 8,150 回 
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（２）社会参加支援                                               

① 声の広報等発行 

視覚に障害のある人に、広報紙「広報ぬまづ」を音声録音して発行します。

また、聴覚に障害のある人のために、広報番組「ぬまづ広報室」に手話を挿入

し、市の情報を定期的に提供します。 

 

②  レクリエーション活動等支援 

レクリエーション活動を通じて、障害のある人の交流、体力の増強、余暇活

動の充実やスポーツに参加する機会を提供するため、各種教室を開催します。

また、知的に障害のある人が、仲間づくりの場や社会活動の場を繰り返し体験

することにより、社会参加を促し自立に向け活動するための事業を実施します。 

 

③ 芸術文化活動振興 

障害のある人の芸術や文化の活動を支援し、教養を深めるため、料理や手芸

などの各種講座を開催します。 

 

サービスの見込量 

（1年当たり） 

              年度 
事業名 

令和元年度 
実績値 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

スポーツ教室 
講座回数 8 回 4 回 8 回 8 回 8 回 

延べ人数 113人 80 人 160人 160人 160人 

文化・趣味・教養講座 
講座回数 11 回 4 回 11 回 11 回 11 回 

延べ人数 142人 80 人 192人 192人 192人 
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